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　申惠丰教授は、2020年８月21日長
野地裁で「年金減額は国連の社会権
規約違反」と証言し、年金減額が日
本も批准している国際人権規約にも
違反していると明らかにしました。

申
惠
丰
（
し
ん 

へ
ぼ
ん
）
教
授

　日
本
の
国
際
法
学
者
・
法
学
博
士

　青
山
学
院
大
学
法
学
部
・
大
学
院

　法
学
研
究
科
教
授
。

「最低保障年金を導入せよ」
「男女不平等を改善せよ」
　委員会は、締約国が最低年金を公的年
金制度に導入することを勧告する。さら
に、委員会は年金制度に存続する事実上
の男女不平等が最大限可能な限り改善さ
れることを勧告する。

（3）国連社会権規約委員会等の勧告（２）国連社会権規約に反する年金減額

2001年勧告

前回の勧告を再度表明
措置を講じることを要求
　委員会は締約国に対して要請した、公
的年金制度に最低保障年金を導入すると
いう 前回の勧告を再度表明する。また、
委員会は、締約国に対して、公的な福祉
的給付の 申請手続きを簡素にするため、
及び申請者が尊厳を持って取り扱われる
ことを確保するための措置を講じること
を要求する。

2013年勧告

41．委員会は締約国に対し、貧困削減と持続可能な開発をめざす努力を強化する
ことを求める。委員会はさらに、締約国がシングルマザー・寡婦・障害女性・高齢
女性のニーズに特別の関心を払い、年金制度をこれらの女性たちの最低生活水準を
保障するものに改革するよう要請する。　（2016年）

条
約
が
求
め
て
い
る
の
は
、
厚
生
年
金
受
給
者
で
は
「
年
金
受
給
資
格
年
齢
の
妻
を
有

す
る
男
子
の
標
準
的
な
受
給
者
の
年
金
は
、
30
年
拠
出
し
た
場
合
、
従
前
所
得
の
40
％

以
上
と
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
国
民
年
金
受
給
者
で
は
「
年
金
受
給
資
格
年
齢
の

妻
を
有
す
る
男
子
の
標
準
的
な
受
給
者
の
年
金
は
、
20
年
居
住
又
は
30
年
拠
出
し
た
場

合
、
『
普
通
成
年
男
子
労
働
者
』
の
賃
金
の
40
％
以
上
と
す
る
こ
と
」
と
な
り
ま
す
。

条
約
を
批
准
し
た
国
に
は
条
約
遵
守
義
務
が
あ
り
、
条
約
違
反
し
て
い
る
と
、
国
内
法

を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
日
本
は
１
９
７
６
年
２
月
２
日
に
批
准
）

（１）1948年に採択された「世界人権宣言」の内容を、国家に義務を課す条約にするため
に、国際人権規約が1966年に採択され日本は1979年に批准した。国際人権規約
は、「社会権規約」と「自由権規約」の2つからなっている。

（２）「社会権規約」上の義務を「政治的責任」にすぎないとみる考え方は、日本の司法の
立場だが、条約としての社会権規約の存在意義をあまりにも矮小化するもので、国際
的には全く使われていない。

（３）　権利の完全な実現のために義務を課した社会権規約上、意図的な後退的措置は、規約
違反とされないためには、国側がその正当性を論証する必要がある。

（４）しかし、平成24年の年金改正法は、年金支給額を引き下げるという重大な内容を含
むものでありながら、衆・参議院でそれぞれ1日というわずかな時間内での審議に
よって可決されており、この間、年金受給者からの意見聴取の機会等は一切設けられ
ず、取りうる選択肢の包括的な検討も全くされなかった。

（５）平成24年改正法及びこれに基づく年金受給額の引き下げは、憲法25条2項に逆行す
る後退的措置であり、その審議手続のずさんさにおいて、確定した年金額が支給され
るものと期待して老後の生活設計を立ててきた「被保護者の期待的利益や生活への
影響」の観点から、立法裁量の逸脱・濫用であり、健康で文化的な最低限度の生活を
送る生存権を保障した25条1項も侵害したものである。

（６）また、社会権規約に照らしてみれば、意図的な後退的措置として、社会保障の権利の完
全な実現を漸進的に実現するため措置を取る義務に反していることは明らかである。

　
「
社
会
保
障
に
つ
い
て
の
権
利
に
関
連
し
て
取
ら

れ
た
後
退
的
な
措
置
は
、
規
約
上
禁
じ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
強
い
推
定
が
働
く
。
い
か
な
る
意
図
的
な
後

退
的
措
置
が
取
ら
れ
る
場
合
に
も
、
締
約
国
は
、
そ
れ

が
す
べ
て
の
選
択
肢
を
最
大
限
慎
重
に
検
討
し
た
後

に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
締
約
国
の

利
用
可
能
な
最
大
限
の
資
源
の
完
全
な
利
用
に
照
ら

し
て
、
規
約
に
規
定
さ
れ
た
権
利
全
体
と
の
関
連
に

よ
っ
て
そ
れ
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
、
を
証
明
す
る
責

任
を
負
う
。」

長野地裁での申教授の証言（要旨）

国
連「
社
会
権
規
約
委
員
会
」
の

「
後
退
禁
止
の
原
則（
抄
）」

Ｉ
Ｌ
Ｏ
１
０
２
号
条
約
（
社
会
保
障
・
最
低
基
準
条
約
）
違
反
の
日
本
政
府

国連・女性差別撤廃委員会の「日本定期報告に関する総括所見」

社
会
権
規
約
委
員
会
「
一
般
的
意
見
19
　

社
会
保
障
に
つ
い
て
の
権
利
（
９
条
）」
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　最後に、強調したいことは、「社会保障
は国民の権利」だということです。
　憲法25条は、「すべての国民は、健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有す
る」とし、「国は、すべての生活部面につ
いて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない」と
しています。とりわけ重要なことは「向上
及び増進」に努めなければならない、とい
うことです。現状はどうでしょう。「向
上・増進」どころか、年金は減額され続
け、生活は苦しくなるばかりで25条の精神
から逆行しています。
　老人福祉法２条では、高齢者は「敬愛さ
れ、かつ健全で安らかな生活を保障され
る」としています。私たち高齢者の尊厳が
傷つけられ誇りが奪われる政治がすすんで
います。
　1950年の社会保障制度審議会の勧告では
戦後初めて無拠出の最低保障年金をつくる
必要があることを強調しています。
　大いに、論議を深め力をあわせ、最低保
障年金制度をつくるために、がんばりま
しょう。 高齢者は歴史と社会の建設者として敬愛されます

高齢者は家族・地域・社会の一員として重んじられます
高齢者はどのようなときも人間としての尊厳を守られます
高齢者は健康で文化的な生活をする権利があります
高齢者は意欲にみあって働きつづける権利があります
高齢者は安心して医療を受ける権利があります
高齢者は快適な住居と環境に暮らす権利があります
高齢者は安全な交通とその手段を自由に利用する
権利があります
高齢者は必要とする福祉をうける権利があります
高齢者への保障は国・自治体・大企業の負担を原則とします
高齢を理由にしたすべての差別をなくすこと
高齢を理由にしたあらゆる不利益を直ちに償うこと

高齢を理由にしたいかなる権利侵害も回復すること
高齢者を職域・地域から孤立させないこと
高齢者を軽んじる政治・風潮を是正すること
高齢者は人格と人生の全面的な発達成熟を追求します
高齢者は生きる力としての文化を若い世代と共有します
高齢者は自由と愛と民主主義を尊重します
高齢者は国際的連帯と核兵器のない平和を望みます
国はこの憲章を政策の基調とし
地方自治体はこの憲章の実現をめざし
あらゆる企業活動がこの憲章を基準とするよう
高齢者・国民は大きく連帯して
豊かな高齢期づくりに努力します

2、憲法に保障された権利を守る政治の実現を 総選挙に向け市民連合が立憲野党に提出した
「政策要望書」（骨子）（2020.９.25）　

　　 １．立憲主義の再構築
　　２．民主主義の再生
　　３．透明性のある公正な政府の確立
Ⅱ　生命、生活を尊重する社会経済システムの構築
　　４．利益追求・効率至上主義（新自由主義）の経済からの転換
　　５．自己責任社会から責任ある政府のもとで支えあう社会への転換
　　６．いのちを最優先する政策の実現
　　７．週40時間働けば人間らしい生活ができる社会の実現
　　８．子ども・教育予算の大胆な充実
Ⅲ　地球的課題を解決する新たな社会経済システムの創造
　　９．ジェンダー平等に基づく誰もが尊重される社会の実現
　　10．分散ネットワーク型の産業構造と多様な地域社会の創造
　　11．原発のない社会と自然エネルギーによるグリーンリカバリー
　　12．持続可能な農林水産業の支援
Ⅳ　世界の中で生きる平和国家日本の道を再確認する
　　13．平和国家として国際協調体制を積極的に推進し、実効性ある国際秩序の構築をめざす。
　　14．沖縄県民の尊厳の尊重
　　15．東アジアの共生、平和、非核化

　
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権

利
を
有
す
る
。

　
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に

つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及

び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
老
人
は
、
多
年
に
わ
た
り
社
会

の
進
展
に
寄
与
し
て
き
た
者
と
し

て
、
か
つ
、
豊
富
な
知
識
と
経
験
を

有
す
る
者
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
と

と
も
に
、
生
き
が
い
を
持
て
る
健

全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

１
９
５
０
年
社
会
保
障
制
度
審
議

会
勧
告
の
内
容

①
平
和
的
（
憲
法
９
条
）
生
存
権
（
憲
法
25

条
）
に
基
づ
く
勧
告

②
社
会
保
障
の
体
系
と
国
の
責
任
で
行
わ
れ

る
べ
き
も
の

（
医
療
・
年
金
、
介
護
、
雇
用
・
労
災
、
生
活

保
護
、
児
童
、
老
人
、
障
害
者
支
援
等
）

1988年9月2日　第二回全国高齢者大会（福島）採択

日本高齢者憲章

憲
法
25
条

老
人
福
祉
法
第
２
条

Ⅰ　憲法に基づく政治と主権者に奉仕する政府の確立
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3、年金者組合を大きくして、要求を勝ち取ろう

　日本国憲法は、すべての国民が個人として尊ばれ、平
和のうちに生存する権利を保障しています。
　私たち全日本年金者組合は、この憲法の理念を守り発
展させ、より自由により豊かに生きていける社会をめざ
します。
　私たちは、高齢者をはじめすべての人にひらかれた組
織として、思想・信条の違いをこえ団結して行動します。

（１）私たちは、要求で結集し、みんなの力を出し合っ
てその実現をはかり、心身ともに健康で楽しい高齢期
をつくり出します。

（２）私たちは、国と大企業の責任ですべての国民が健
康で文化的な生活を保障されるよう、年金・医療・介
護・福祉など社会保障制度の確立をめざします。

（３）私たちは、全国の地域に根をはり、地域を基礎に
運動をすすめます。

（４）私たちは、労働組合をはじめ要求で一致するすべ
ての団体と共同し、世界の高齢者や働く人とも手をと
りあってすすみます。

（５）私たちは、核兵器のない平和・中立の日本を建設し、
美しい地球を子や孫に残します。

（６）私たちは、日本の政治、経済、教育、文化の民主
化のために力をつくします。

全日本年金者組合綱領

要求運動を大きく広げ
全市町村に支部をつくり、まちづくりを進め
20 万人の組織をつくろう！
高齢者の誇りと尊厳を取り戻そう！
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